
① 様式第３の４を使用する。
② 窓口へ提出する日を記入する。
※工事開始前に報告してください。

③ 宛先は「秋田市長　殿」とする。
④ 報告者は解体等工事の元請業者又は自主施工者とする。
※本人以外の方が報告書を提出した場合は、記載のあった連絡先へ

　 確認のために当課から連絡をさせていただきます。
⑤ 必要な項目を記入する。
※特定粉じん排出等作業の実施の期間ではなく、

　工事全体の開始の日、終了予定の日を記入してください。

表１　特定建築材料が使用されているおそれが大きい工作物
環境省告示第７７号（抜粋）　

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 　観光用エレベーターの昇降機の囲い（建築物であるものを除く。）

　変電設備
　配電設備
　送電設備（ケーブルを含む。）
　トンネルの天井板
　プラットホームの上家

記入要領　（秋田市環境部環境保全課　令和５年１０月１日作成）

　遮音壁
　軽量盛土保護パネル
　鉄道の道の地下式構造部分の壁及び天井板

　反応槽

　加熱炉

　ボイラー及び圧力容器

　配管設備（建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、

暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。）
　焼却設備
　煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。）
　貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く。）
　発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。）

※太枠内記入必須

※不明な場合は無記入

※該当箇所を記入

（※表１）

①

②

③

④

⑤

※実施する場合に記入



⑥ 必要な項目を記入する。

図１　報告が必要な工事の規模

※分析調査を実施した場合のみ記入します。

⑦ 事前調査結果を記入する。
石綿有： 目視、図書等又は分析調査の結果「有」と判明した建材のこと

みなし： 目視又は図書等から使用されている可能性が高く、

特定建築材料として扱う建材のこと

石綿無： 図書等又は分析調査の結果「無」と判明した建材のこと

※「無」と判断した根拠を選択する。

※目視調査のみで石綿「無」と判断することはできません。

無記入： 該当する建材が使用されていない場合

～お知らせ～

提出先：秋田市役所　環境部環境保全課（本庁舎３階　３－３窓口）
環境省HP：https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

　可能な限り、石綿事前調査結果システムから報告をお願いします。なお、
システムの利用にはＧビズＩＤの取得が必要です。詳細は環境省ＨＰをご確
認ください。
(紙媒体で提出する場合は、秋田市環境保全課および秋田労働基準監督
署の２つの窓口に提出が必要です。)

※
記
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須
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B

（※図１）

⑦

⑥

「目視」のみで石綿無

とすることはできません。
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